
施 策 等 の 案 の 作 ・実施機関が施策等の案を作成 

施策等の案を公表 

・市ホームページ等で充分な周知を図る 

・公表期間は、２０日間程度を基準とする 

・公表の方法は、担当課および各庁舎等での閲覧、 
ホームページへの掲載 

 
 

パブリックコメント制度の流れ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

意見・情報の保護管理 計画や条例等の施行 

※議会議決が必要な場合は、その後 

結果の公表 
・最終決定後の施策等の内容 
・提出された意見に対する市の考え方 

・公表方法は「施策等の案を公表」に準じる 

意見等の取扱いの 
・提出された意見について、施策等への取扱いを検討 

検討 

施策等の案に対す 

る意見の募集 

・公表期間内で、市民より意見を募集 

・提出方法は、書面による提出、郵便、ファクシミリ、

電子メール、その他、実施機関が特に必要と認める 
方法 


